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「しんくみピーターパンカード寄付金」の贈呈について 

 

北央信用組合（理事長：林 伸幸）は、令和 2 年 9 月 3 日（木）、旭川市に所在する 

社会福祉法人旭川育成会（理事長：松山 直）と同法人が経営するほのぼの保育園（園長：

松山 奈々）に、「しんくみピーターパンカード」による寄付金 23 万円を贈呈いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 従来は寄付金贈呈式に関係各位が出席しておりましたが、当日は、新型コロナウイルス  

感染症の拡大を踏まえて参加者を限定して実施、贈呈者として当組合理事長の林から社会

福祉法人旭川育成会の松山理事長へ目録を贈呈いたしました。 

 松山理事長からは「有難うございます。子どもたちの為に、大切に使わせていただきま  

す。」との感謝のお言葉をいただき、子どもたちとそのご家族の健全育成に微力ながら  

お役立ていただけることに喜びを感じております。寄付金は「絵本および遊具の購入」に 

役立てる予定です。 

 当組合は地域金融機関として、健全な環境での子どもたちの成長を願うとともに､今後も  

子どもたちの生活・未来を応援する活動に取組んでまいります。 

 

 

1． 贈呈先団体 

   団体名： 社会福祉法人旭川育成会  理事長 松山 直 殿 

   所在地： 旭川市春光台 4 条 11 丁目 5244 番地 

   施設名： ほのぼの保育園  園 長 松山 奈々 殿 

        （所在地：旭川市春光 3 条 7 丁目 7 番 45 号） 

 

2． 団体の目的及び活動内容 

昭和 53 年 11 月に社会福祉法人旭川育成会を設立後、翌年 4 月に指定障害者支援 

施設「やすらぎ園」を開設、更に入園者の快適な健康管理を実践すべく「やすらぎ園 

診療所」を併設した。昭和 63 年 4 月には、高い福祉性の追求を目指し、重度の身体障害 

により常時介助が必要な方を支援する短期入居事業を展開して現在に至る。 

更に、多様な福祉サービスで共生共助の地域づくりに貢献すべく、平成 24 年 4 月には 

0～5 歳児を対象とした「ほのぼの保育園」を開設、現在 101 名の子どもたちが通園 

している。 

 

3． 寄付金額 

   230,000 円 

   内訳：179,430 円（ピーターパンカード配付分）＋ 50,570 円（当組合拠出分） 

 

 

 

 

 

  

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

総合企画部（担当：川島） 

TEL 011-261-9154 

 
 



【資料１】 

 

「しんくみピーターパンカード」寄付金贈呈式 

 

日  時 

 

令和 2 年 9 月 3 日（木）  午後 1 時 00 分～ 

 

場  所 

 

やすらぎ園 理事長室 

 

出 席 者 

 

北 央 信 用 組 合   理 事 長  林   伸 幸 

 

社会福祉法人 旭川育成会   理 事 長  松 山   直 様 

ほ の ぼ の 保 育 園   園   長  松 山 奈 々 様 

 

 

 

贈 呈 式 次 第 
 

 

1． 出席者のご紹介 

2． 「しんくみピーターパンカード」寄付金の趣旨説明 

3． 贈呈式 

（1） 寄付金の目録贈呈 

① 目録の贈呈者    北央信用組合  理事長 林  伸 幸 

② 目録の贈呈者名義  下記 3 者の連名 

株式会社 オリエントコーポレーション 

一般社団法人 北海道信用組合協会 

北央信用組合 

（2） 謝 辞 

社会福祉法人 旭川育成会  理事長 松 山  直 様 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 



【資料２】 

 

しんくみピーターパンカードにかかる寄付金の概要 

 

 

カード発行に至る経緯 

平成 5 年に、ピーターパンの著作権者で、難病や障害をもつ子供の支援をしていた

英国王位「グレート・オーモンド・ストリートこども病院」が、日本の財団法人日本

児童家庭文化協会の活動に共鳴して「著作権の許諾契約」を行い、その協会と株式会社

オリエントコーポレーションの間で「ピーターパンカード」と称するいわゆるクレジット

カードを発行する契約が締結された。 

同時に、信用組合の連合団体である「全国信用協同組合連合会」が難病や障害をもつ

子供の育成に対する社会貢献」の主旨に賛同して、ピーターパンカードを取扱うことに

なり、道内の信用組合は平成 6 年より取扱を開始し、現時点における発行枚数は 2 万枚

を超えている。 

 

 

寄付金について 

平成 13 年度までは、オリエントコーポレーションから全額が児童家庭文化協会へ

寄付されていたが、平成 14 年度以降は北海道信用組合協会が窓口となり、道内信用

組合およびオリエントコーポレーションとの三者共催で年 2 回、道内の延べ 36 団体、

累計総額で約 792 万円の寄付を行ってきた。 

 

 

贈呈先の選定要件 

寄付の目的である「難病や障害をもつ子供とその家族の支援」または「子供とその

家族の健全育成」に合致した活動を行っている団体で、 

・寄付金の受領を証する書類、寄付金を利用して行った活動の報告書提出 

・当該報告書を利用してオリコ及び信組業界が広報活動を行うことの承諾 

となっている。 

 

 北央信用組合から寄付金の窓口である北海道信用組合協会に対して「社会福祉法人

旭川育成会」様を贈呈候補として推薦した結果、事業活動及び寄付金の使用計画が贈呈

目的に合致していることから選定されたもの。 

 今回の寄付金額は 230,000 円とした。 

内訳：179,430 円（ピーターパンカード配付分）＋ 50,570 円（当組合拠出分） 

 

 

 

 


